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第

二

十

一

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

立

区

民

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

平

成

三

十

一

年

二

月

十

九

日
 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

多

田

正

見

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     



第２１号議案 

- 2 - 

 

 
 

 

江

戸

川

区

立

区

民

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

江

戸

川

区

立

区

民

館

条

例

（

昭

和

四

十

二

年

七

月

江

戸

川

区

条

例

第

二

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

一

条

の

見

出

し

を

「

（

趣

旨

）

」

に

改

め

、

同

条

中

「

こ

と

を

目

的

」

を

「

も

の

」

に

改

め

る

。

 

第

四

条

第

三

号

中

「

前

二

号

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

」

を

「

そ

の

他

江

戸

川

区

長

（

以

下

「

区

長

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

、

「

認

め

る

」

の

下

に

「

業

務

に

関

す

る

」

を

加

え

る

。

 

第

六

条

の

見

出

し

中

「

設

備

等

」

を

「

設

備

等

の

使

用

」

に

改

め

、

同

条

中

「

を

し

」

の

下

に

「

、

若

し

く

は

変

更

を

加

え

」

を

加

え

、

「

施

設

備

付

器

具

以

外

の

器

具

」

を

「

付

帯

設

備

以

外

の

も

の

」

に

改

め

る

。

 

第

七

条

第

三

号

中

「

前

各

号

の

ほ

か

」

を

「

そ

の

他

」

に

改

め

る

。

 

第

十

条

の

見

出

し

中

「

減

免

」

を

「

減

額

又

は

免

除

」

に

改

め

、

同

条

中

「

減

免

す

る

」

を

「

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

」

に

改

め

る

。

 

第

十

一

条

中

「

既

納

の

」

を

「

既

に

納

付

し

た

」

に

改

め

る

。

 

第

十

二

条

の

見

出

し

を

「

（

利

用

承

認

の

取

消

し

等

）

」

に

改

め

、

同

条

中

「

と

き

は

、

そ

の

利

用

条

件

を

変

更

し

、

又

は

利

用

を

停

止

し

若

し

く

は

利

用

の

承

認

を

取

り

消

す

」

を

「

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

の

承

認

を

取

り

消

し

、

又

は

利

用

を

制

限

し

、

若

し

く

は

停

止

す

る

」

に

改

め

、

同

条

第

一

号

中

「

、

こ

の

条

例

」

を

「

こ

の

条

例

」

に

、

「

規

定

」

を

「

規

程

」

に
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改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

目

的

」

の

下

に

「

に

反

し

、

」

を

加

え

、

「

利

用

条

件

」

を

「

利

用

の

条

件

」

に

改

め

、

同

条

第

四

号

中

「

前

各

号

の

ほ

か

、

区

長

が

」

を

「

そ

の

他

区

長

が

特

に

 
に

改

め

る

。

 

第

十

四

条

第

一

項

中

「

終

つ

た

と

き

」

を

「

終

わ

つ

た

と

き

、

」

に

、

「

停

止

さ

れ

た

と

き

 

を

「

停

止

さ

れ

」

に

、

「

利

用

承

認

」

を

「

利

用

の

承

認

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

こ

と

が

で

き

る

」

を

削

る

。

 

 

別

表

二

江

戸

川

区

立

小

岩

区

民

館

の

表

集

会

室

（

第

一

）

の

項

及

び

集

会

室

（

第

二

）

の

項

中

「

四

一

〇

円

」

を

「

四

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

和

室

の

項

中

「

三

一

〇

円

」

を

「

三

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

講

座

講

習

室

の

項

及

び

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ヨ

ン

ホ

ー

ル

の

項

中

「

六

二

〇

円

 

を

「

六

三

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

く

つ

ろ

ぎ

の

間

の

項

中

「

四

一

〇

円

」

を

「

四

二

〇

円

」

に

改

め

、

別

表

二

江

戸

川

区

立

小

松

川

区

民

館

㈠

の

表

ホ

ー

ル

の

項

中

「

二

、

九

八

〇

円

」

を

「

三

、

〇

四

〇

円

」

に

、

「

五

、

九

七

〇

円

」

を

「

六

、

〇

八

〇

円

」

に

、

「

七

、

四

一

〇

円

 

を

「

七

、

五

五

〇

円

」

に

、

「

一

六

、

三

六

〇

円

」

を

「

一

六

、

六

七

〇

円

」

に

、

「

三

、

六

〇

〇

円

」

を

「

三

、

六

七

〇

円

」

に

、

「

七

、

二

〇

〇

円

」

を

「

七

、

三

三

〇

円

」

に

、

「

八

、

八

五

〇

円

」

を

「

九

、

〇

一

〇

円

」

に

、

「

一

九

、

六

五

〇

円

」

を

「

二

〇

、

〇

一

〇

円

」

に

改

め

、

別

表

二

江

戸

川

区

立

小

松

川

区

民

館

㈡

の

表

集

会

室

（

第

一

）

の

項

中

「

四

一

〇

円

」

を

「

四

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

和

室

の

項

中

「

三

一

〇

円

」

を

「

三

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ヨ

ン

ホ

ー

ル

の

項

中

「

六

二

〇

円

」

を

「

六

三

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

く

つ

ろ

ぎ

の

間

の

項

中

「

三

一

〇

円

」

を

「

三

二

〇

円

」

に

改

め

、

別

表

二

江

戸

川

区

立

東

部

区

民

」

 

」

 

」

 

」
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館

㈠

の

表

ホ

ー

ル

の

項

中

「

二

、

九

八

〇

円

」

を

「

三

、

〇

四

〇

円

」

に

、

「

五

、

九

七

〇

円

 

を

「

六

、

〇

八

〇

円

」

に

、

「

七

、

四

一

〇

円

」

を

「

七

、

五

五

〇

円

」

に

、

「

一

六

、

三

六

〇

円

」

を

「

一

六

、

六

七

〇

円

」

に

、

「

三

、

六

〇

〇

円

」

を

「

三

、

六

七

〇

円

」

に

、

「

七

、

二

〇

〇

円

」

を

「

七

、

三

三

〇

円

」

に

、

「

八

、

八

五

〇

円

」

を

「

九

、

〇

一

〇

円

」

に

、

「

一

九

、

六

五

〇

円

」

を

「

二

〇

、

〇

一

〇

円

」

に

改

め

、

別

表

二

江

戸

川

区

立

東

部

区

民

館

㈡

の

表

集

会

室

（

く

す

の

き

）

の

項

か

ら

集

会

室

（

い

ち

よ

う

）

の

項

ま

で

の

規

定

中

「

四

一

〇

円

」

を

「

四

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

集

会

室

（

り

ん

ど

う

）

の

項

中

「

六

二

〇

円

」

を

「

六

三

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

集

会

室

（

つ

つ

じ

）

の

項

中

「

四

一

〇

円

」

を

「

四

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

和

室

（

ふ

る

さ

と

）

の

項

中

「

三

一

〇

円

」

を

「

三

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

和

室

（

や

す

ら

ぎ

）

の

項

中

「

四

一

〇

円

」

を

「

四

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

ス

ポ

ー

ツ

ル

ー

ム

Ａ

の

項

か

ら

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ヨ

ン

ホ

ー

ル

の

項

ま

で

の

規

定

中

「

六

二

〇

円

」

を

「

六

三

〇

円

」

に

改

め

、

別

表

二

江

戸

川

区

立

葛

西

区

民

館

㈠

の

表

ホ

ー

ル

の

項

中

「

四

、

三

二

〇

円

」

を

「

四

、

四

〇

〇

円

」

に

、

「

八

、

一

三

〇

円

」

を

「

八

、

二

八

〇

円

」

に

、

「

一

一

、

〇

一

〇

円

」

を

「

一

一

、

二

一

〇

円

」

に

、

「

二

三

、

四

六

〇

円

」

を

「

二

三

、

八

九

〇

円

」

に

、

「

五

、

一

四

〇

円

」

を

「

五

、

二

四

〇

円

」

に

、

「

九

、

七

七

〇

円

」

を

「

九

、

九

五

〇

円

」

に

、

「

一

三

、

一

七

〇

円

」

を

「

一

三

、

四

一

〇

円

」

に

、

「

二

八

、

〇

八

〇

円

」

を

「

二

八

、

六

〇

〇

円

」

に

改

め

、

別

表

二

江

戸

川

区

立

葛

西

区

民

館

㈡

の

表

集

会

室

（

第

一

）

の

項

中

「

六

二

〇

円

」

を

「

六

三

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

集

会

室

（

第

四

）

の

項

及

び

集

会

室

（

第

六

 

の

項

中

「

四

一

〇

円

」

を

「

四

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

和

室

の

項

中

「

三

一

〇

円

」

を

「

三

」

 

）
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二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

講

座

講

習

室

の

項

中

「

六

二

〇

円

」

を

「

六

三

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

健

康

ス

タ

ジ

オ

の

項

中

「

一

、

〇

三

〇

円

」

を

「

一

、

〇

五

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ヨ

ン

ホ

ー

ル

の

項

中

「

六

二

〇

円

」

を

「

六

三

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

く

つ

ろ

ぎ

の

間

の

項

中

「

四

一

〇

円

」

を

「

四

二

〇

円

」

に

改

め

、

別

表

二

江

戸

川

区

立

鹿

骨

区

民

館

㈠

の

表

ホ

ー

ル

の

項

中

「

二

、

九

八

〇

円

」

を

「

三

、

〇

四

〇

円

」

に

、

「

五

、

九

七

〇

円

」

を

「

六

、

〇

八

〇

円

」

に

、

「

七

、

四

一

〇

円

」

を

「

七

、

五

五

〇

円

」

に

、

「

一

六

、

三

六

〇

円

」

を

「

一

六

、

六

七

〇

円

」

に

、

「

三

、

六

〇

〇

円

」

を

「

三

、

六

七

〇

円

」

に

、

「

七

、

二

〇

〇

円

」

を

「

七

、

三

三

〇

円

」

に

、

「

八

、

八

五

〇

円

」

を

「

九

、

〇

一

〇

円

」

に

、

「

一

九

、

六

五

〇

円

」

を

「

二

〇

、

〇

一

〇

円

」

に

改

め

、

別

表

二

江

戸

川

区

立

鹿

骨

区

民

館

㈡

の

表

集

会

室

（

り

ん

ど

う

）

の

項

及

び

和

室

の

項

中

「

四

一

〇

円

」

を

「

四

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

音

楽

室

の

項

中

「

三

一

〇

円

」

を

「

三

二

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

フ

ラ

ワ

ー

ホ

ー

ル

の

項

及

び

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ヨ

ン

ホ

ー

ル

の

項

中

「

六

二

〇

円

」

を

「

六

三

〇

円

」

に

改

め

、

同

表

く

つ

ろ

ぎ

の

間

の

項

中

「

四

一

〇

円

」

を

「

四

二

〇

円

」

に

改

め

る

。

 

 

付

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

三

十

一

年

十

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 



第２１号議案 

- 6 - 

 

２

 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

別

表

二

の

規

定

は

、

施

行

日

以

後

に

利

用

す

る

者

か

ら

適

用

し

、

同

日

前

に

利

用

す

る

者

及

び

同

日

前

に

既

に

利

用

の

承

認

を

受

け

て

い

る

者

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

   

（

説

明

）

 

 

消

費

税

法

（

昭

和

六

十

三

年

法

律

第

百

八

号

）

の

改

正

に

伴

い

、

使

用

料

の

額

を

改

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


